
７
年
以
上

８
年
未
満

2
3
7¶
7
0
0

８
年
以
上

９
年
未
満

2
4
4¶
2
0
0

９
年
以
上

1
0年
未
満

2
5
0¶
6
0
0

1
0年
以
上

1
1年
未
満

2
5
7¶
4
0
0

1
1年
以
上

1
2年
未
満

2
6
3¶
7
0
0

1
2年
以
上

1
3年
未
満

2
7
0¶
7
0
0

1
3年
以
上

1
4年
未
満

2
7
6¶
8
0
0

1
4年
以
上

1
5年
未
満

2
8
3¶
0
0
0

1
5年
以
上

1
6年
未
満

2
8
8¶
6
0
0

1
6年
以
上

1
7年
未
満

2
9
4¶
5
0
0

1
7年
以
上

1
8年
未
満

3
0
0¶
0
0
0

1
8年
以
上

1
9年
未
満

3
0
5¶
5
0
0

1
9年
以
上

2
0年
未
満

3
0
8¶
6
0
0

2
0年
以
上

2
1年
未
満

3
1
1¶
5
0
0

2
1年
以
上

2
2年
未
満

3
1
8¶
6
0
0

2
2年
以
上

2
3年
未
満

3
2
2¶
4
0
0

2
3年
以
上

2
4年
未
満

3
2
5¶
1
0
0

2
4年
以
上

2
5年
未
満

3
2
6¶
8
0
0

2
5年
以
上

2
6年
未
満

3
2
8¶
4
0
0

2
6年
以
上

2
7年
未
満

3
3
3¶
4
0
0

2
7年
以
上

2
8年
未
満

3
3
7¶
1
0
0

2
8年
以
上

2
9年
未
満

3
4
0¶
1
0
0

2
9年
以
上

3
0年
未
満

3
4
2¶
9
0
0

3
0年
以
上

3
1年
未
満

3
4
5¶
7
0
0

3
1年
以
上

3
2年
未
満

3
4
7¶
7
0
0

3
2年
以
上

3
3年
未
満

3
4
9¶
3
0
0

3
3年
以
上

3
4年
未
満

3
5
1¶
1
0
0

3
4年
以
上

3
5年
未
満

3
5
2¶
8
0
0

3
5年
以
上

3
6年
未
満

3
5
4¶
5
0
0

3
6年
以
上

3
5
6¶
7
0
0

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成™˜年š月š˜日 火曜日 (号外第��号)官 報

第
二
章
の
章
名
を
削
る
。

第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
四
条
中
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、「
第
八
条
の
」
を
「
第
十
条
の
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
」を「
第

十
六
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に

改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
一
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同

条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
女
子

職
員
」
を
「
女
性
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

二
条
と
す
る
。

第
八
条
の
二
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
、「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に
改

め
、
第
一
章
第
二
節
中
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
伝
染
病
」
を

「
感
染
症
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
七
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同

項
第
五
号
中
「
指
導
と
」
を
「
指
導
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
基
く
」
を
「
基
づ
く
」
に
、「
当
つ
た
」
を

「
当
た
つ
た
」
に
、「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」
を
「
児

童
生
徒
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
又
は
学
生
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に
改

め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
一
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
条

第
九
項
中
「
第
八
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
第
五
条
第

六
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
、「
第
八
条
の
二
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第

五
条
第
六
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
三
項
第

四
号
」
を
「
第
六
条
第
三
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
号

学
校
保
健
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
学
校
保
健

安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

学
校
保
健
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

塩
谷

立

学
校
保
健
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
学
校
保
健
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
保
健
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則

目
次
中
「
第
一
章

健
康
診
断
」
を
「
第
一
章

環
境
衛
生
検
査
等
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

健
康
診
断

」に
、「
第
一
条
・
第
二

条
」
を
「
第
三
条
・
第
四
条
」
に
、「
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
」
を
「
児
童
生
徒
等
」
に
、「
第
三
条
e

第
八
条

の
二
」
を
「
第
五
条
e

第
十
一
条
」
に
、「
第
九
条
e

第
十
八
条
」
を
「
第
十
二
条
e

第
十
七
条
」
に
、「
第
二
章

伝

第
二
章
の
二

第
一
節

第
二
節

染
病
の
予
防
（
第
十
九
条
e

第
二
十
二
条
）

環
境
衛
生
検
査
及
び
安
全
点
検

環
境
衛
生
検
査
（
第
二
十
二
条
の
二
e

第
二
十
二
条
の
四
）

安
全
点
検
（
第
二
十
二
条
の
五
e

第
二
十
二
条
の
七
）

」を
「
第
三
章

感
染
症
の
予
防
（
第
十
八
条
e

第
二
十

一
条
）」に
、「
第
三
章
」
を
「
第
四
章
」
に
、「
第
二
十
三
条
e

第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
二
条
e

第
二
十
四
条
」に
、

「
第
四
章
」
を
「
第
五
章
」
に
、「
第
二
十
六
条
e

第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
五
条
e

第
二
十
七
条
」
に
、「
第
五
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
）」を
「
第
六
章

安
全
点
検
等
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
条
）

」に
改
め
る
。
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